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抽 出 案 件 概 要（一般競争入札）

入札・契約審査委員会 （ ）

〔 新規案件 前年度（前回）一者応札

前年度随意契約 その他 〕

一者応札（応募）改善策

〔 公募 次年度契約なし 研究開発

改善の余地が見込まれない 複数応札

者）

（※ 同内容の過去３年間の契約相手方との実績 有

契約年度：令和４年度～令和６年度）

～

円

円

％

： ～
：
：
：
：

一般競争参加資格の
設定の理由及び経緯

本案件に必要な食品流通における専門的かつ複合的な知識・能力を保
有する業者は少ないため、対象等級のみでは応札者が現れない恐れがあ
ることから、十分な競争性を確保するため、「Ａ」～「Ｃ」等級に拡大
した。

【応札者の条件の設定理由】

令和7年2月14日
証 明 書 締 切
入 札 実 施
応 札 者 の 条 件 「役務の提供等」の「Ａ」等級が対象であるが、

「Ｂ」及び「Ｃ」等級を追加し、対象者を拡大して
いる。

入 札 説 明 会

令和7年3月26日

令和7年3月11日

（契約限度額）

契 約 金 額 ７６,４５０,０００

落 札 率 ９３.８

令和7年2月7日 (31日)

令和7年3月12日

入 札 公 告

令和７年 ４月 １日

２０１０００５０１９１１６

契 約 締 結 日 令和７年 ４月 １日

令和８年 ３月 24日

Ｎｏ．物役・競168

項 目 説 明 内 容

契約名 令和７年度福島県産農産物等流通実態調査委託事業

（工事・物品・役務等の別） （役務）

公益財団法人流通経済研究所

予算額1,500万以上の物品・役務

概 要
福島復興再生特別措置法第78条の2に基づき、福島県産農林水産物等の販売

不振の実態とその要因を明らかにするために、生産から流通・販売まで段階
的に調査を実施する。

契約状況(方式)別 審査対象外

審 査 カ テ ゴ リ 審査対象

策定対象

策定対象外

者 （うち公益社団法人等 １

総合評価

委託事業  

契 約 担 当 官 名 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官（経理）

契

約

内

容

競 争 方 式 一般競争契約（総合評価）

応 札 者 数 １

履 行 期 間

予 定 価 格 ８１,４８２,８０８

契 約 相 手 方

法人番号
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添付資料

① 仕様書（P3～P20） 及び予定価格の調書及び算定基礎（P21～22）

② 入札公告の写し（P23～P24）

③ 入札執行調書の写し（P25）

④ 一般競争契約審査調書（P26～P30）、チェックリスト（P31～P35）

⑤ 提案書（総合評価落札方式の場合）（P36～P144）

⑥ 技術審査委員会審査結果（P145） 、技術審査検討経過記録（P146～P147）  、採点結果（P148～P158）

⑦ １者応札改善策チェックシート（別紙含む）（P159～P168）

⑧ 委託事業の場合は、事業概要（P169）

⑨ その他参考資料（ ※該当がある場合、資料の名称を当該括弧内に記入 ）（P）

本事業の実施主体には、主要品目別に生産から流通・販売に至るサプ
ライチェーンの各段階における各種調査を実施するための事業者等との
調整、農産物の生産から流通・販売における業務等の専門的かつ複合的
な知識・能力等が求められることから、総合評価落札方式によって契約
相手方を選定した。

入札価格と技術等に対する総合評価の得点配分の比率は１：２であ
り、最も高い総合評価点（ 点中 点（内訳：価格点（ 点中

点）、技術点（ 点中 点））を獲得した公益財団法人流通経
済研究所と契約を締結した。

【総合評価落札方式による選定概要】

備 考

一者応札となった原因

改 善 策 ―

改善の余地が見込まれないため、一者応札となった原因分析の対象外で
ある。
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抽 出 案 件 概 要（一般競争入札）

入札・契約審査委員会 （ ）

〔 新規案件 前年度（前回）一者応札

前年度随意契約 その他 〕

一者応札（応募）改善策

〔 公募 次年度契約なし 研究開発

改善の余地が見込まれない 複数応札

者）

（※ 同内容の過去３年間の契約相手方との実績 無）

契約年度： 年度～ 年度）

～

円

円

％

： ～
：
：
：
：

委託事業  

契 約 担 当 官 名 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官（経理）

契

約

内

容

競 争 方 式 一般競争契約

応 札 者 数 ２

履 行 期 間

予 定 価 格 ２６,７１７,９００

契 約 相 手 方

法人番号

（工事・物品・役務等の別） （役務）

一般財団法人日本食品分析センター

予算額1,500万以上の物品・役務

概 要

本事業においては、PFASを対象とし、粗飼料に適用できる、良好な精度
を有する分析法を検討するとともに、当該分析法の妥当性確認、検証を
行う。また、開発した分析法及び妥当性確認・検証の結果を取りまとめ
た報告書を作成する。

契約状況(方式)別 審査対象外

審 査 カ テ ゴ リ 審査対象

策定対象

策定対象外

者 （うち公益社団法人等 ０

総合評価

Ｎｏ．物役・競174

項 目 説 明 内 容

契約名
令和7年度生産資材安全確保対策委託事業（粗飼料中のパーフルオロアル
キル化合物及びポリフルオロアルキル化合物（PFAS）の分析法開発）

令和７年４月１日

３０１１００５０００２９５

契 約 締 結 日 令和７年４月１日

令和７年１０月３１日

令和7年2月3日 (14日)

令和7年2月19日

入 札 公 告

（契約限度額）

契 約 金 額 ４,８９５,０００

落 札 率 １８.３

「役務の提供等」の「Ｂ」等級が対象であるが、
「Ａ」、「Ｃ」及び「Ｄ」等級を追加し、対象者を
拡大している。

本業務はＰＦＡＳ等の分析に係る内部・外部精度管理等について要件
を設定しているため、「Ｂ」等級に限定した場合、必要な分析能力を有
する機関が限定され応札者が現れない恐れがあることから、十分な競争
性を確保するため、「Ａ」～「Ｄ」等級に拡大した。

【応札者の条件の設定理由】

令和7年2月7日
証 明 書 締 切
入 札 実 施
応 札 者 の 条 件

入 札 説 明 会

令和7年2月28日

令和7年2月18日
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添付資料

① 仕様書（P3～P50） 及び予定価格の調書及び算定基礎（P51～P52）

② 入札公告の写し（P53～P54）

③ 入札執行調書の写し（P55）

④ 一般競争契約審査調書（P56～P58）、チェックリスト（P59～P62）

⑤ 提案書（総合評価落札方式の場合）（P ～P ）

⑥ 技術審査委員会審査結果（P） 、採点結果（P ～P ） 、技術審査検討経過記録（P ～P ）

⑦ １者応札改善策チェックシート（別紙含む）（P ～P ）

⑧ 委託事業の場合は、事業概要（P63）

⑨ その他参考資料（ ※該当がある場合、資料の名称を当該括弧内に記入 ）（P）

備 考

一者応札となった原因 －

改 善 策 －

一般競争参加資格の
設定の理由及び経緯

（１）内部精度管理
食品の理化学的な検査等の業務において、「Harmonized Guidelines for
Internal QualityControl in Analytical Chemistry Laboratories」
(CXG 65-1997)又は「食品衛生検査施設等における検査等の業務の管理の
実施について」（平成9年4月1日付け衛食第117号厚生省生活衛生局食品
保健課長通知）に準拠した精度管理を実施し、適正に運用されているこ
と（証明する書類の例示：化学物質分析において実施した精度管理の記
録）。
（２）外部精度管理
ISO/IEC17043の認定を受けた機関が提供する食品、飼料又は環境試料
（生体試料の場合に限る）をマトリックスとしたPFASの技能試験に過去2
年以内に参加し、PFOS、PFOA、PFHxS、PFNAの結果のzスコアの絶対値が2
以下であること。（証明する書類の例示：技能試験提供者が発行した技
能試験結果報告書等の写し、何らかの是正措置を講じた場合にはその内
容を含む。）
（３）試験所認定
食品、飼料、飲料水、環境試料のいずれかのPFAS分析について、
ISO/IEC17025の認定を取得している場合には、その証明書の写しを提出
すること。
（４）複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体（民
法（明治29年法律第89号）上の組合に該当するもの。以下同じ。）によ
る参加も可とする。共同事業体を構成する場合は、代表者を決め、他の
者は構成員として参加するものとし、代表者及び構成員は令和4・5・6年
度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供」の
「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた競争参加資格を有
している、かつ令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資
格）の「役務の提供等」の申請を行っている、又は行うことを確約する
者であること。
また、代表者は入札参加申込書（共同事業体）（入札説明書別紙様式第4
号）を提出し、共同事業体として本入札に参加し、落札した場合は、共
同事業体の業務分担、実施体制等について明確にした結成・運営等に関
する協定書（又はこれに準ずる書類）等を契約締結前までに提出する必
要がある。なお、共同事業体に参加する者は、本入札において他の共同
事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
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抽 出 案 件 概 要（一般競争入札）

入札・契約審査委員会 （ ）

〔 新規案件 前年度（前回）一者応札

前年度随意契約 その他 〕

一者応札（応募）改善策

〔 公募 次年度契約なし 研究開発

改善の余地が見込まれない 複数応札

者）

（※ 同内容の過去３年間の契約相手方との実績 有

契約年度：令和５年度～令和６年度）

～

円

円

％

： ～
：
：
：

：

一般競争参加資格の
設定の理由及び経緯

本業務は、調査を行うものであるため、総合評価落札方式によって契
約相手方を選定した。
入札価格と技術等に対する総合評価の得点配分の比率は１：２であ

り、最も高い総合評価点（ 点中 点（内訳：価格点（
点中 点）、技術点（ 点中 点））を獲得した公

益社団法人日本水産資源保護協会と契約を締結した。

本調達の予算額に対応する入札参加者は、「Ｂ」の等級に格付けされ
ている業者であるが、当該等級に限定すると、応札者が現れないおそれ
があることから、十分な競争性を確保するため、「Ａ」～「Ｄ」等級に
拡大した。

【総合評価落札方式による選定概要】

【応札者の条件の設定理由】

令和7年2月18日
証 明 書 締 切
入 札 実 施

応札者の条件 「役務の提供等」の「Ｂ」等級が対象であるが、
「Ａ」、「Ｃ」及び「Ｄ」等級を追加し、対象者を
拡大している。

入 札 説 明 会

令和7年3月28日

令和7年3月13日

（契約限度額）

契 約 金 額 １５,１７１,０００

落 札 率 ９９.９

令和7年2月10日 (30日)

令和7年3月14日

入 札 公 告

令和７年４月１日

１０１０００５００４１０２

契 約 締 結 日 令和７年４月１日

令和８年３月１３日

Ｎｏ．物役・競185

項 目 説 明 内 容

契約名 令和７年度水産防疫対策委託事業（養殖水産動物の診療体制の整備）

（工事・物品・役務等の別） （役務）

公益社団法人日本水産資源保護協会

予算額1,500万以上の物品・役務

概 要

養殖現場において、養殖水産動物の診療に当たる技術者の資質の維持・
向上のために、養殖水産動物の診療に係る技術研修の実施を行い、水産
防疫体制の強化を図ることを目的とする。また、今後の水産防疫体制の
強化を進めるために、養殖水産動物の診療技術等に係る情報の収集を行
い、収集された情報を元に養殖水産動物の診療に関するマニュアルの作
成等を行う。

契約状況(方式)別 審査対象外

審 査 カ テ ゴ リ 審査対象

策定対象

策定対象外

者 （うち公益社団法人等 １

総合評価

委託事業  

契 約 担 当 官 名 支出負担行為担当官 農林水産省大臣官房参事官（経理）

契

約

内

容

競 争 方 式 一般競争契約（総合評価）

応 札 者 数 １

履 行 期 間

予 定 価 格 （非公表）

契 約 相 手 方

法人番号
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添付資料

① 仕様書（P3～P21） 及び予定価格の調書及び算定基礎（P22～P23）

② 入札公告の写し（P24～P25）

③ 入札執行調書の写し（P26）

④ 一般競争契約審査調書（P27～P29）、チェックリスト（P30～P34）

⑤ 提案書（総合評価落札方式の場合）（P35～P98）

⑥ 技術審査委員会審査結果（P99） 、採点結果（P100～P103） 、技術審査検討経過記録（P104～P105）

⑦ １者応札改善策チェックシート（別紙含む）（P106～P114）

⑧ 委託事業の場合は、事業概要（P115）

⑨ その他参考資料（ ※該当がある場合、資料の名称を当該括弧内に記入 ）（P）

備 考

一者応札となった原因

（入札等説明書受領業者７者、入札説明会参加業者１者）

（考えられる原因）

などが理由と考えられる。

本業務は、令和５年度から行っている業務であり、昨年度１者応札と
なったことから、関連情報（事業内容や、共同事業体としての参加や再
委託が可能であること等）の仕様書への記載や等級の拡大等の改善を
行ったが、結果として１者応札となったもの。

入札説明書受領業者等のうち３者に対し、アンケートを実施し、原因
を分析した結果、
①社の専門分野・得意分野と異なる分野であった。

改 善 策

①については、本事業の実施のためには、養殖水産動物の疾病に関する
調査等の経験や検査技術といった魚病学に関する専門的な知識・経験等
が必要であり、既に共同事業体での応札や再委託を可能としており、事
業者に求める要件をこれ以上緩和することは難しい。
しかしながら、一者応札を改善するため、事業者が事業計画の検討など
ができるように、可能な限り公募を早期に開始するとともに公募期間を
今年度の開庁日２１日よりも延長を図ることにする。
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